
●平成２８年度　就学援助実施状況
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奈良県 奈良市
奈良市教育委員会事務局教育総務部
教育総務課 0742-34-5297

http://www.city.nara.lg.jp/www/con
tents/1147246443179/ ○

同一生計世帯の市民税所得割合計額が,16歳未満及び16歳以
上19歳未満の扶養人数に応じて一定額以下の者

15%未満

奈良県 大和高田市
大和高田市教育委員会事務局　学校
教育課 0745-22-1101(内線151)

http://www.city.yamatotakada.nara.j
p ○ 15%未満

奈良県 大和郡山市
大和郡山市教育委員会事務局　学校
教育課 0743-55-2213

http://www.city.yamatokoriyama.nar
a.jp/ ○ 1.4 課税所得 当該年度 250 25%未満

奈良県 天理市 学校教育課 0743‐63‐1001 ○ 1.3 その他 当該年度 350
所得金額－社会保険料控除－　市県民税

20%未満

奈良県 橿原市
橿原市教育委員会事務局　教育総務
部　学校教育課 0744-29-5912

http://www.city.kashihara.nara.jp/ga
kkokyoiku/d_kyouiku/shougakkou/sy
ougakkou/shuugakuenjohi.html ○ 1.3 課税所得 3年前の年度 170 15%未満

奈良県 桜井市 桜井市教育委員会　学校教育課 0744-42-9111

http://www.city.sakurai.lg.jp/sosiki/
kyouikuiinkaijimukyoku/gakkoukyouik
u/gakkoukyouikuka/syuensyugakuen
jo.html ○ 1.3 その他 3年前の年度 189

給与所得金額

15%未満

奈良県 五條市 教育委員会事務局　学校教育課 0747-22-4001
http://www.city.gojo.lg.jp/www/cont
ents/1384837033445/index..html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満

奈良県 御所市 教育委員会事務局　　学校教育課 0745-62-3001(内線672)
http://www.city.gose.nara.jp/gyouse
i/gakkou_kyouiku/index.html ○ ○

御所市教育委員会が特別認めたも
（ｻ・ｽに該当,または保護者疾病等で収入が見込めない状況に
なった家庭等）

20%未満

奈良県 生駒市 教育総務課 0743-74-1111
http://www.city.ikoma.lg.jp/0000000
537.html ○ 1.3 その他 前年度 10.19

生活保護の基準額に1.3倍をかけた収入により市民税所
得割額を算出したもの。基準額は市民税所得割80,600円
（※ただし,H28.1.1現在15歳以下の子どもの数1人の場
合。子どもの数が増えると21,300円加算）。父母と15歳以
下子2人の場合10.19万円。

15%未満

奈良県 香芝市
香芝市教育委員会事務局教育部学校
教育課 0745-76-2001 http://www.city.kashiba.lg.jp/ ○ ○ 1.04 課税所得 その他 245

生活保護基準は平成24年12月末日現在のものを使用
10%未満

奈良県 葛城市 学校教育課 0745-48-2811
http://www.city.katsuragi.nara.jp/ind
ex.cfm/13,2201,25,html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満

奈良県 宇陀市
宇陀市教育委員会事務局　教育総務
課 0745-82-3973 http://www.city.uda.nara.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1

給与収入
（税引き前） 3年前の年度 256 10%未満

奈良県 山添村 教育委員会事務局 0743-85-0049 ○ 1.3 課税所得 当該年度 253 5%未満

奈良県 平群町 平群町教育委員会総務課 0745-45-2101
http://www.town.heguri.nara.jp/web
/index.html ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 230 15%未満

奈良県 三郷町 学校教育課 0745-43-7331 ○ 1.3 課税所得 3年前の年度 304 15%未満

奈良県 斑鳩町 教育委員会事務局総務課 0745-74-1001 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 3年前の年度 346 15%未満

奈良県 安堵町 安堵町教育委員会 0743-57-2033 http://www.town.ando.nara.jp/ ○ 1.3 課税所得 前年度 300 20%未満

奈良県 川西町 教育委員会事務局　教育総務課 0745-44-2684
http://www.town.nara-
kawanishi.lg.jp/ ○ ○ ○ 1 課税所得 3年前の年度 200

災害・家庭事情により所得証明等による審査が適さないと教育
委員会が認めた場合

15%未満

奈良県 三宅町
三宅町教育委員会事務局　学校教育
課 07455-44-2001 http;//www.town.miyake.nara.jp ○ ○ ○ ○ 1 課税所得 3年前の年度 200 15%未満

奈良県 田原本町 教育総務課 0744-34-2074
http://www.town.tawaramoto.nara.jp
/kosodate/kyouiku/2/4082.html ○ ○ 1.3

給与収入
（税引き前） 当該年度 268 10%未満

奈良県 曽爾村 教育委員会 0745-94-2104 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
給与収入
（税引き前） 前年度 220 10%未満

奈良県 御杖村 御杖村教育委員会事務局 0745-95-2004 http://www.vill.mitsue.nara.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前々年度 394 5%未満

奈良県 高取町 高取町教育委員会事務局 0744-52-3715 ○ ○ 1.5 課税所得 前年度 365 15%未満

奈良県 明日香村 教育委員会　教育文化課 0744-54-3636 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 230 10%未満

奈良県 上牧町 教育委員会事務局　教育総務課 0745-76-1001 http://www.town.kanmaki.nara.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○

家庭状況の変化（リストラ,倒産,入院等）

10%未満

奈良県 王寺町 王寺町教育委員会事務局学校教育課 0745-72-1031 http://www.town.oji.nara.jp ○ ○ ○ ○ 1.3
給与収入
（税引き前） 前々年度 365 15%未満

奈良県 広陵町 教育委員会事務局学校支援室 0745-55-1001 http://www.town.koryo.nara.jp/ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 394 10%未満

奈良県 河合町 教育部総務課 0745-57-0200

http://www.town.kawai.nara.jp/kuras
hi/sport_bunka_study_kyoiku/index.h
tml ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1 課税所得 当該年度 259

失業,長期療養,火災,不慮の事故等により生活が困窮していると
認められる者

15%未満

奈良県 吉野町
吉野町教育委員会　教育委員会事務
局 0746-32-0190 ○ 15%未満

奈良県 大淀町 大淀町教育委員会事務局　学務課 0747-52-1522 http://www.town.oyodo.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満

奈良県 下市町 下市町教育委員会 0747-52-1711 ○ ○
教育長が特に認めた者

10%未満

奈良県 黒滝村 教育委員会事務局 0747-62-2314 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0%未満

奈良県 天川村 天川村教育委員会事務局 0747-63-0321 ○ 15%未満

奈良県 野迫川村 教育委員会 0747-37-2115 ○
学校において必要と認められる者。

0%未満

奈良県 十津川村 十津川村教育委員会 0746-62-0067 ○
学校において必要と認められる者

5%未満

奈良県 下北山村 教育委員会事務局 07468-6-0901
http://www.vill.shimokitayama.nara.j
p/yakuba/yakuba2-6.html ○ ○ ○ 10%未満

奈良県 上北山村 上北山村教育委員会事務局 07468-2-0066 ○ ○ ○ 0%未満

奈良県 川上村 教育委員会 0746-52-0144 ○ 30%未満

奈良県 東吉野村 東吉野村教育委員会事務局 0746-42-0441 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

その他（補足事項等）
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奈良県 奈良市

奈良県 大和高田市
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奈良県 王寺町
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該当団体数

都道府県 市町村名

ケに○をした場合,その内容

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ

教育
委員
会の
ウェブ
サイト
に掲
載

自治
体の
広報
誌等
に記
載

就学
案内
の書
類記
載

入学
時に
学校
で就
学援
助制
度の
書類
配付

毎年
度進
級時
に学
校で
書類
配付

各学
校に
対して
書面
周知

教職
員向
け説
明会
実施

保護
者向
け説
明会
実施

その
他

次年度認定
基準の時期

その他 当該年度・当
初の認定時
期

その他

当該
年度・
追加
認定
の有
無

当該年度・追加認定の時期

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

14 10 2 22 26 25 2 0 9 9 40 15 40 3 40 39 0 0 1 8 8 8 28 28 2 0 0 0 2 2 2 0 0 1 0 0 1 7 7 7 26 26 0

○ ○ ○ ○ ○ その他 当年度の4月 9月 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ その他 要綱で規定している 7月 有
随時。ただし,申請受付は当該年度
の2月末日まで。 ○ ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○

関係課に案内文書を設置

前年度の3月 6月中旬 有

年度途中申請者は申請日より認
定。4/1申請者で所得不明等により
保留の場合は,所得確認後4/1に
遡って認定。 ○ ○ 20,470

○ ○ ○ ○
前年度の10
月 5月下旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ その他 当該年度の6月または7月 7月 無
追加申請は市外転入者のみ受付,
追加認定の時期は随時 ○ 11,420 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ 前年度の3月 6月下旬 有

毎月初め,随時。追加認定は翌月か
らの給付なので,２月末までを基本と
するが,転入等の場合によってはこ
の限りではない。 ○ 1,170 ○ 10,235

○ ○

家庭訪問時に教職員が説明
前年度の10
月 6月下旬 有 随時 ○ 11,000 ○ ○ 19,900

○ ○ ○
前年度の11
月 6月下旬 有

1月末申請まで　転入の場合はその
都度 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 前年度の3月 7月 有

8月1日から2月末日までを随時受付
期間とし,認定の場合,毎月1日から
15日までの受付で当月分から,16日
から末日までの受付で翌月分から
の支給。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○
前年度の11
月 7月 有 7月初旬 ○ 8,400 ○ 14,800

○
前年度の10
月 6月下旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○
前年度の11
月 6月下旬 有 随時 ○ 11,100 ○ 19,900

○ ○ ○

必要に応じて保護者に渡してもらうよう,各学校に保
護者宛のお知らせを配布

前年度の3月 4月 有 随時 ○ 11,420 11,420 ○ 20,470 0

○ ○ ○ その他 教育長が特に認める時 6月下旬 有
申請した翌月から翌年３月３１日ま
で ○ 11,420 11,420 ○ 20,470 20,470

○ ○ ○ その他
生活保護基準の改定時期に合わせ
て 7月 有

当初認定分の受付時期以降の申
請,転入学,生活保護受給開始又は
廃止など ○ 11,420 10,282 ○ 20,470 20,470

○ ○
前年度の11
月 6月下旬 有 随時認定（転入等） ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ その他 当該年度当初 7月 有 申請書類一式提出月 ○ 11,100 ○ 19,900

○ ○ ○ ○ その他 当該年度4月 6月下旬 有
要綱に規定される事例が発生した
場合に認定審査を行う ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○
前年度の12
月 6月下旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○

学校だより（4月号）に掲載

その他
国の国庫補助単価が決定し,
町の要項を改正したとき 5月下旬

継続認定（前年度より
引き続き申請者：5月上
旬）
新規認定（当概年度の
新規申請者：6月上旬） 有

申請書類が提出された月の翌月1日
付認定 ○ 11,420 ○ 20,470

○ 前年度の3月 6月下旬 有 10月 ○ 11,420 ○ 20,470

○

保護者の就学（教育）相談の際に,学校（教育委員
会）で対応 前年度の11

月 5月下旬 有 随時 ○ 11,100 11,100 ○ 25,300 25,300 ○ 19,900 19,900

○ ○ 前年度の3月 6月中旬 有 随時 ○ 11,420 11,420 ○ 20,470 20,470

○ ○ その他 7月 7月 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○
前年度の11
月 7月 有

学校長より申請があれば,その都度
審査し追加認定を行う ○ 9,136

○ ○ ○ 前年度の3月 5月下旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ 前年度の3月 6月下旬 有 随時 ○ 11,100 ○ 19,900

○ ○ ○ ○ 前年度の3月 6月下旬 有 申請があった場合は随時対応 ○ 11,420 11,420 ○ 26,020 0 ○ 20,470 20,470

○ ○
前年度の11
月 6月中旬 有 随時 ○ 5,710 ○ 10,235

○ ○ ○ ○ 前年度の3月 5月中旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ 前年度の3月 4月 有 申請の翌月 ○ 11,420 ○ 20,470

○ その他

要綱内に基準の規定時期が記され
ておらず,基準についても数値的基
準を定めていない。 4月 有

認定を受けた日の属する月の翌月
から支給する。 ○ 9,600

○
前年度の12
月 6月中旬 無 ○ 11,100 ○ 19,900

○
該当なし

その他 随時 その他
随時

有 随時 ○ 10,000 ○ 20,470

○ ○ その他 例年通り その他
随時

有 随時 ○ 10,000

○

各学校が把握しているため,制度の周知・通知は行っ
ていない

その他 前年度3,4月中旬 4月 有 随時 ○ 12,000

○ 前年度の3月 4月 有 随時 ○ 12,000 0 ○ 24,000 0

○ ○

毎年1月に各学校に対して書類を持参し説明した上
で,学校から児童扶養手当受給者へ申請書類を配布

その他
当該年度の4月1日。途中該当と
なった場合は当該認定月 4月 有 受給対象となった認定月（随時） ○ 12,000

○
学校から該当する家庭に連絡

前年度の3月 5月中旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

学用品費【基準】 【認定】 体育実技用具費 新入学児童生徒学用品費等

Ⅲ　平成28年度準要保護就学援助額

小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

（１）項目毎の援助額

Ⅱ　就学援助制度の実施について

貴市区町村における就学援助制度の周知方法(複数回答） 就学援助の認定時期等

就学援助制度の周知方法



奈良県 奈良市

奈良県 大和高田市

奈良県 大和郡山市

奈良県 天理市

奈良県 橿原市

奈良県 桜井市

奈良県 五條市

奈良県 御所市

奈良県 生駒市

奈良県 香芝市

奈良県 葛城市

奈良県 宇陀市

奈良県 山添村

奈良県 平群町

奈良県 三郷町

奈良県 斑鳩町

奈良県 安堵町

奈良県 川西町

奈良県 三宅町

奈良県 田原本町

奈良県 曽爾村

奈良県 御杖村

奈良県 高取町

奈良県 明日香村

奈良県 上牧町

奈良県 王寺町

奈良県 広陵町

奈良県 河合町

奈良県 吉野町

奈良県 大淀町

奈良県 下市町

奈良県 黒滝村

奈良県 天川村

奈良県 野迫川村

奈良県 十津川村

奈良県 下北山村

奈良県 上北山村

奈良県 川上村

奈良県 東吉野村

該当団体数

都道府県 市町村名

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

0 0 1 5 5 5 21 21 2 5 5 0 0 0 0 0 0 2 18 18 0 13 13 13 4 4 2 3 3 0 20 20 20 9 9 1 4 4 0 23 23 23 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

○ 2,230 ○ 21,490 20,987 ○ 1,570 ○ 3,620 1,465

○ ○ 21,180 21,180 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620

○ ○ 20,880 20,880 ○

○ 2,230 ○ 27,000 ○ 2,800 ○ 1,500

○ 2,230 2,230 ○ 21,490 21,490 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 36,940 ○ 21,490 21,490 ○ 570 ○ 1,810 1,810

○ 2,170 ○ 26,981 ○ 1,510 1,510 ○ 3,470 3,229

○ ○ 22,000 22,000 ○ 3,000 3,000 ○ 3,000 3,000

○ 2,230 ○ 32,264 ○ 28,836 ○ 1,550 ○ 3,570 1,279

○ 1,200 ○ 18,000 18,000 ○ 1,000 1,000 ○ 2,500 2,500

○ 2,230 ○ 21,490 20,880 ○ 1,570 1,253 ○ 3,620 3,426

○ 2,170 ○ 20,600 20,600 ○ 1,510 1,510 ○ 3,470 3,470

○ 2,230 2,230 ○ 0 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 0

○ 2,230 2,230 ○ 30,000 ○ 1,550 1,550 ○ 3,570 3,570

○ 2,230 2,017 ○ 11,910 ○ 24,512 ○ 1,361 ○ 3,570

○ 2,230 ○ 26,262 ○ 1,570 ○ 2,448

○ 2,170 ○ 26,511

○ 2,230 ○ 21,490 21,490 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 2,117

○ 2,230 ○ 21,490 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 2,230 ○ 21,490 21,490 ○ 1,570 1,412

○ 2,230 ○ 28,000 ○ 1,570 ○ 3,620

○ 2,170 2,170 ○ 10,000 ○ 20,600 ○ 1,510 1,510 ○ 3,470 3,470

○ 21,490 21,490 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 2,230 ○ 30,000 ○ 1,570 ○ 3,620

○ 1,784 ○ 25,000 ○ 1,570 ○ 3,620

○ 2,230 ○ 30,000 ○ 1,550 1,550 ○ 3,570 3,570

○ 2,170 ○ 27,000 ○ 1,510 1,510 ○ 3,470 3,470

○ 29,000 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620

○ ○ ○ 775 ○ 1,785

○ 2,230 ○ 28,000 ○ 1,570 1,433 ○ 3,620 0

○ 2,230 ○ 26,703 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 0

○ 2,170 ○ 0 ○ 50,000 ○ 1,510 ○ 3,470

○ ○ ○ 1,500 0 ○ 2,804 0

○ 40,000

○ 18,000

○ 12,000 0 ○ 12,000 0

○ 2,230 ○ 36,633 ○ 1,550 ○ 3,570

通学用品費 通学費 修学旅行費 校外活動費(宿泊を伴わないもの) 校外活動費(宿泊を伴うもの) クラブ活動費



奈良県 奈良市

奈良県 大和高田市

奈良県 大和郡山市

奈良県 天理市

奈良県 橿原市

奈良県 桜井市

奈良県 五條市

奈良県 御所市

奈良県 生駒市

奈良県 香芝市

奈良県 葛城市

奈良県 宇陀市

奈良県 山添村

奈良県 平群町

奈良県 三郷町

奈良県 斑鳩町

奈良県 安堵町

奈良県 川西町

奈良県 三宅町

奈良県 田原本町

奈良県 曽爾村

奈良県 御杖村

奈良県 高取町

奈良県 明日香村

奈良県 上牧町

奈良県 王寺町

奈良県 広陵町

奈良県 河合町

奈良県 吉野町

奈良県 大淀町

奈良県 下市町

奈良県 黒滝村

奈良県 天川村

奈良県 野迫川村

奈良県 十津川村

奈良県 下北山村

奈良県 上北山村

奈良県 川上村

奈良県 東吉野村

該当団体数

都道府県 市町村名

（２）補足事項　その他に○をした場合,費目毎の援助額の内容。その他補足事項

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

実費及び上限額の「支給平均額」は平成27年度の実績額より記入

○学用品・通学用品費をまとめて一定額で支給。
　 最も支給実績の多い金額は,2～6年の11,420円。その割合は,83％。

＊学用品費・通学用品費・・・・・・２つの費目をあわせて支給。支給額は,（1年）11,420円/年,（2～6年）13,650円。
＊校外活動費（泊を伴わないもの）・・・・・・・活動実施校にのみ一律1,550円/年を支給。

平均支給額は平成28年度予算に計上した単価

体育実技用具費は学用品費に含む。通学用品費については1年生を除く。

通学費・修学旅行費・校外活動費（宿泊を伴うもの）・学用品費・新入学児童生徒学用品費等・通学用品費・校外活動費（宿泊を伴わないもの）は,28年度予算単価による。

平成28年度　予算単価で入力

新入学児童生徒学用品費等,修学旅行費,校外活動費（宿泊を伴うもの）については対象者がいないので,支給額０円。

○ 3,000

○ 3,000

・校外活動費（宿泊を伴わないもの）の平均額は平成27年度実績（上限額は1550円）

平成28年度予算単価　学用品費（9,136円）,通学用品費（1,784円）,校外活動費（泊なし）（1,570円）,校外活動費（泊あり）5年生（3,620円）,修学旅行費6年生（25,000円）

その他は,実費の2分の1.

通学用品費は１年生を除く。宿泊ありの校外活動費は５年生のみ。

○ ○

通学費は全額補助。修学旅行費は必要な経費の10分の８以内を補助。

○ 700 0
該当者なし

学用品費　1年生２４，０００円　２～６年生１２，０００円

修学旅行費については,28年度対象児童がいないため27年度の実績。

生徒会費 PTA会費 家庭学習費（参考書等購入費）



奈良県 奈良市

奈良県 大和高田市

奈良県 大和郡山市

奈良県 天理市

奈良県 橿原市

奈良県 桜井市

奈良県 五條市

奈良県 御所市

奈良県 生駒市

奈良県 香芝市

奈良県 葛城市

奈良県 宇陀市

奈良県 山添村

奈良県 平群町

奈良県 三郷町

奈良県 斑鳩町

奈良県 安堵町

奈良県 川西町

奈良県 三宅町

奈良県 田原本町

奈良県 曽爾村

奈良県 御杖村

奈良県 高取町

奈良県 明日香村

奈良県 上牧町

奈良県 王寺町

奈良県 広陵町

奈良県 河合町

奈良県 吉野町

奈良県 大淀町

奈良県 下市町

奈良県 黒滝村

奈良県 天川村

奈良県 野迫川村

奈良県 十津川村

奈良県 下北山村

奈良県 上北山村

奈良県 川上村

奈良県 東吉野村

該当団体数

都道府県 市町村名

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

0 0 1 8 8 8 27 27 3 1 1 0 2 2 2 1 1 2 0 0 1 7 7 7 25 25 0 0 0 1 5 5 5 20 20 2 7 7 0 0 0 0 0 0 2 18 18 0 13 13 13 2 2 2

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 54,670

○ ○ 23,550 ○ ○ 56,670 56,670

○ ○ ○ 23,550 ○ ○ 56,370 56,370

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 69,000

○ 22,320 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 2,230 ○ 57,590 57,590

○ 3,820 ○ 11,775 ○ 54,270 ○ 57,590 57,590

○ 21,700 ○ ○ 22,900 ○ 2,170 ○ 67,037

○ ○ ○ ○ 56,000 56,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 44,012 ○ 62,410

○ 14,400 ○ 15,200 ○ 1,800 ○ 45,000 45,000

○ 22,320 ○ 4,800 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 56,370

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 2,170 ○ 55,900 55,900

○ 22,320 0 ○ 23,550 0 ○ 2,230 0 ○ 0

○ 22,320 22,320 ○ 23,550 23,550 ○ 2,230 2,230 ○ 60,000

○ 22,320 21,013 ○ 23,550 23,550 ○ 2,230 2,076 ○ 42,080 ○ 63,576

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 65,130

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 2,170 ○ 67,543

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,290

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 80,000

○ 21,700 21,700 ○ 94,100 94,100 ○ 22,900 22,900 ○ 2,170 2,170 ○ 10,000 ○ 55,700

○ 22,320 22,320 ○ 23,550 23,550 ○ 0 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 56,000

○ 17,856 ○ 1,784 ○ 67,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 66,354

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 2,170 ○ 66,021

○ 22,320 22,320 ○ 51,940 0 ○ 23,550 23,550 ○ 66,000

○ 11,160 ○ 11,775 ○ ○

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 65,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 0 ○ 71,023

○ 39,000

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 2,170 ○ 0 ○ 100,000

○ 10,000 ○ 23,550 ○ ○

○ 10,000

○ 18,000 ○ 36,000

○ 11,000 0 ○ 36,000 0 ○ 36,000 0

○ 18,000 ○

○ 22,320 ○ 7,510 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 72,660

通学用品費

（１）費用毎の援助額

学用品費 体育実技用具費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

２．中学校の就学援助の額の単価（一人当たり年間支給額）



奈良県 奈良市

奈良県 大和高田市

奈良県 大和郡山市

奈良県 天理市

奈良県 橿原市

奈良県 桜井市

奈良県 五條市

奈良県 御所市

奈良県 生駒市

奈良県 香芝市

奈良県 葛城市

奈良県 宇陀市

奈良県 山添村

奈良県 平群町

奈良県 三郷町

奈良県 斑鳩町

奈良県 安堵町

奈良県 川西町

奈良県 三宅町

奈良県 田原本町

奈良県 曽爾村

奈良県 御杖村

奈良県 高取町

奈良県 明日香村

奈良県 上牧町

奈良県 王寺町

奈良県 広陵町

奈良県 河合町

奈良県 吉野町

奈良県 大淀町

奈良県 下市町

奈良県 黒滝村

奈良県 天川村

奈良県 野迫川村

奈良県 十津川村

奈良県 下北山村

奈良県 上北山村

奈良県 川上村

奈良県 東吉野村

該当団体数

都道府県 市町村名

（２）補足事項　その他に○をした場合,費目毎の援助額の内容。その他補足事項

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

3 3 1 19 19 19 10 10 1 4 4 1 21 21 21 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19

○ 2,270 ○ 6,100 4,453

実費及び上限額の「支給平均額」は平成27年度の実績額より記入

○ 2,270 2,270

○学用品・通学用品費をまとめて一定額で支給。
　 最も支給実績の多い金額は,2～3年の22,320円。その割合は,67％。

○ ○ 6,010 6,010

＊学用品費・通学用品費・・・・・・２つの費目をあわせて支給。支給額は,（1年）22,320円/年,（2・3年）24,550
円。
＊校外活動費（泊を伴わないもの）・・・・・・・活動実施校にのみ一律2,240/年を支給。
＊体育実技用具費・・・・・・・購入者にのみ支給。柔道実施校7,510円（上限）／剣道実施校51,940円（上限）。

○ 2,000 ○ 3,400
支給平均額は平成28年度予算に計上した単価

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100

○ 860 ○ 3,050 3,050

28年度予算に計上した単価

○ 2,180 2,180 ○ 5,840 4,478

体育実技用具費は学用品費に含む。通学用品費については1年生を除く。

○ 3,000 3,000 ○ 10,000 6,500

○ 2,240 ○ 6,010 6,010

通学費・修学旅行費・校外活動費（宿泊を伴うもの）・学用品費・新入学児童生徒学用品費等・通学用品費・
校外活動費（宿泊を伴わないもの）は,28年度予算単価による。

○ 1,500 1,500 ○ 4,300 4,300

○ 2,270 2,240 ○ 6,100 6,010

○ 2,180 2,180 ○ 5,840 5,840
平成28年度　予算単価で入力

○ 2,270 0 ○ 6,100 0

今年度は支給対象者なし。

○ 2,240 2,240 ○ 6,010 6,010

○ 2,136 ○ 5,675

○ 2,270 ○ 1,998 ○ 29,600 ○ 2,700 ○ 3,000

○ 2,180 ○ 5,840 ○ 1,200 ○ 4,200

中学校は川西町・三宅町式下中学校組合で対応。

中学校は川西町・三宅町式下中学校組合で対応。

○ 2,270 2,194

・校外活動費（宿泊を伴わないもの）の平均額は平成27年度実績（上限額は2240円）

○ 2,270 ○ 6,100

○ 2,180 2,180 ○ 5,840 5,840

○ 2,230 2,230 ○ 6,100 6,100

○ 2,270 ○ 6,100

○ 2,270 ○ ○ 6,100 ○

平成28年度予算単価　学用品費（17,856円）,通学用品費（1,784円）,校外活動費（泊なし）（2,270円）,校外活動
費（泊あり）1年生（6,100円,修学旅行費3年生（67,000円）

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100

○ 2,170 2,170 ○ 5,840 5,840

○ 2,270 2,270 ○ 6,010 6,100

中学校は川西町・三宅町式下中学校組合で対応。

○ 1,120 ○ 3,005
その他は,実費の2分の1.

○ 2,270 2,230 ○ 6,100 0

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100
通学用品費は１年生を除く。通学費は２７年度も実績なし。

○ 2,180 ○ 5,840

○ 1,500 0 ○ 6,100 0 通学費は全額補助。修学旅行費は必要な経費の10分の８以内を補助。

○ 360 0 ○ 12,000 0
該当者なし

学用品費　１年生３６，０００円　２～３年生１８，０００円

○ 2,270

生徒会費 PTA会費 家庭学習費（参考書等購入費）校外活動費(宿泊を伴うもの) クラブ活動費校外活動費(宿泊を伴わないもの)



課税所得等
の分類

基準額の時
期

その他（補足事項等）

Ⅰ　平成２８年度　準要保護認定基準

その他生活保
護法に
基づく保
護の停
止また
は廃止

市区町
村民税
の非課

税

市区町
村民税
の減免

国民年
金保険
料の免

除

国民健
康保険
法の保
険料の
減免ま
たは徴
収の猶

予

平
成
2
7
年
度
要
保
護
・
準
要
保
護
就
学
援
助
率

テに○をした場合，その他の基準の内容

生活福
祉資金
による
貸付け

生活保
護の基
準額に
一定の
係数を
掛けた
もの（生
活保護
の基準
額が変
わると
自動的
に要件
が変わ
るもの）

生活保
護の基
準額に
一定の
係数を
掛けた
もの（生
活保護
の基準
額を参
照して
額を定
めてい
るもの）

特別支
援教育
就学奨
励費の
需要額
測定に
用いる
保護基
準額に
一定の
係数を
掛けた
もの

市区町
村民税
（所得割
又は均
等割）課
税最低
限度額
に一定
の係数
を掛け
たもの

都道府県 市町村名

学校納付
金の納付
状態の悪
い者，昼

食，被服等
が悪い者
または学

用品，通学
用品等に

不自由して
いる者等で
保護者の
生活状態
がきわめ

て悪いと認
められるも

の

経済的
な理由
による
欠席日
数が多
い者

保護者
の職業
が不安
定で，
生活状
態が悪
いと認
められ
る者

部署名 電話番号 ウェブサイト

ア イ ウ

児童扶
養手当
の支給

保護者
が職業
安定所
登録日
雇労働

者

PTA会
費，学
級費等
の学校
納付金
の減免
が行な
われて
いる者

個人の
事業税
の減免

固定資
産税の
減免

目安額
（年額）

基準根拠

ソ，タ又はチに○をした場合，係数（倍率），基
準根拠及び目安額

係数
（倍率）

エ オ カ キ ク

係数
（倍率）

目安額
（年額）

ケ コ サ シ ス テセ ソ タ チ ツ
ツに○をした場
合、市町村民税
課税最低限度額
に掛ける係数（倍
率）及び目安額

奈良県

川西町・三
宅町式下中
学校組合 教育委員会事務局　教育総務課 0745-44-2684

http://www.town.nara-
kawanishi.lg.jp/ ○ ○ ○ 1 課税所得 3年前の年度 200

災害・家庭事情により所得証明等による審査が適さないと教育
委員会が認めた場合

15%未満



都道府県 市町村名

奈良県

川西町・三
宅町式下中
学校組合

ケに○をした場合,その内容

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ

教育
委員
会の
ウェブ
サイト
に掲
載

自治
体の
広報
誌等
に記
載

就学
案内
の書
類記
載

入学
時に
学校
で就
学援
助制
度の
書類
配付

毎年
度進
級時
に学
校で
書類
配付

各学
校に
対して
書面
周知

教職
員向
け説
明会
実施

保護
者向
け説
明会
実施

その
他

次年度認定
基準の時期

その他 当該年度・当
初の認定時
期

その他

当該
年度・
追加
認定
の有
無

当該年度・追加認定の時期

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

学用品費【基準】 【認定】 体育実技用具費 新入学児童生徒学用品費等

Ⅲ　平成28年度準要保護就学援助額

小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

（１）項目毎の援助額

Ⅱ　就学援助制度の実施について

貴市区町村における就学援助制度の周知方法(複数回答） 就学援助の認定時期等

就学援助制度の周知方法

○ ○ ○ ○ その他 当該年度4月 6月下旬 有
要綱に規定される事例が発生した
場合に認定審査を行う



都道府県 市町村名

奈良県

川西町・三
宅町式下中
学校組合

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

通学用品費 通学費 修学旅行費 校外活動費(宿泊を伴わないもの) 校外活動費(宿泊を伴うもの) クラブ活動費



都道府県 市町村名

奈良県

川西町・三
宅町式下中
学校組合

（２）補足事項　その他に○をした場合,費目毎の援助額の内容。その他補足事項

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

生徒会費 PTA会費 家庭学習費（参考書等購入費）



都道府県 市町村名

奈良県

川西町・三
宅町式下中
学校組合

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

通学用品費

（１）費用毎の援助額

学用品費 体育実技用具費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

２．中学校の就学援助の額の単価（一人当たり年間支給額）

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,590



都道府県 市町村名

奈良県

川西町・三
宅町式下中
学校組合

（２）補足事項　その他に○をした場合,費目毎の援助額の内容。その他補足事項

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

生徒会費 PTA会費 家庭学習費（参考書等購入費）校外活動費(宿泊を伴うもの) クラブ活動費校外活動費(宿泊を伴わないもの)

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100


